
（担 当 課）

（担 当 者）

（連 絡 先）

テ ー マ：

①<手段別意見応募件数>（意見件数を記入してください。応募者数は（ ）書きしてください。）

(記入例：１人が提出したものに３つの意見が記載されていいた場合 ３（１）と記してください。)

郵便 ファックス 電子メール
県民室・
県民局へ

その他の
方法

計

（ ） （ ） ５（４） １（１） ３（３） ９（８）

②＜応募意見の政策案等への反映状況＞

対応状況 件数

計 9

とりネット
（実施担当課）

報道機関への
資料提供

県議会への報告
県民室等での

縦覧等
広報誌等への

掲 載
その他

○ ○ ○ ○

そ の 他 3

・事業者、住民、市町村へ配慮されており問題ないと思われる。
・施設更新は手続不要となるのか？また、敷地内で移動した場合はどうか？
・市町村が災害時の仮設処理施設等の設置場所を定める場合、条例手続を準用する
ということにならないか？

※上記分類が困難な場合は、担当課整理による分類でもかまいません。

※その他の例：審議会報告等

他の公表方法として該当するものに○を付してください。

③＜意見募集結果概要書を、1部添付してください。＞
→とりネットのパブコメページ・
県庁ロビー掲示板で公表します。

パブリックコメント実施結果報告書
平成23年1月21日

主 な 意 見

循環型社会推進課

加賀田大輔

0857-26-7684

※その他方法の例：意見交換会、電話、イベント等

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続きの適正化及び紛争の予防、調整等に関する
条例の一部改正について

・説明会には、県に加えて市町村も立会できるとしてはどうか。
・産業廃棄物処理施設で届出により一般廃棄物を処理したときの処理状況の報告に
ついて、市町村への報告のみにしてほしい。

既に盛り込み済み
（一部盛り込み済
みのものを含む）

4

・説明会への県の立会について、手続がスムーズに進み、相互の理解が得られるよ
うお願いする。
・県は、説明会に必ず立会することとしたほうがよい。
・承継により経営者が変わる場合など、住民説明が必要ではないか。
・住民への周知範囲の拡張について検討してほしい。

反映した
(一部のみ反映した
ものを含む)

2


